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第１期福津市こども計画 市民意見公募によるご意見・回答表 

 

※表中のページ数は、市民意見公募時の計画案のページ数ではなく、計画策定時（令和 7年 3月時点）の計画書のページ数を記載しています。 

NO 提出された意見（概要） 市(実施機関)の考え方 

1 ①福津市の各中学校区にスクールソーシャルワーカー、スクールカ

ウンセラーが配置されているが現状足りていない。 

いろんな課題を抱えている方たちに周知され、いつでも相談できる

ためにも、スクールソーシャルワーカー・スクールカウンセラーの

常駐化の必要性を感じている。 

市は、学校現場で働く人達が課題解消に向けて取り組める仕組みづ

くりを行うべき。 

 

 

 

 

 

②こどもだけでなく、こどもたちを支援してくれている人達が安心

して向き合える環境を整えるため、早急にこども条例を制定するべ

き。近隣の宗像市や、こども条例を制定している他自治体の取り組

みを参考にして、よりよい具体的な内容で構築して欲しい。 

①P49、50「(2)学齢期の相談支援の推進」後段の記載を、「学校・

園や家庭での人間関係の悩みから、発達上の心配、不登校、いじ

め・虐待など、様々な課題をもつこどもたちや保護者、一人ひとり

に寄り添う相談支援を推進するため、各部署が、庁内関連部署や関

係者・関係機関と連携を図るとともに、相談現場の状況に合わせ

て、専門職、支援員等の配置、施設・設備の確保等の課題の解消に

努めます。」に改め、各部署が相談現場の状況に合わせて、スクー

ルソーシャルワーカーやスクールカウンセラー等、専門職・支援員

の人員配置や、課題の解消に努めることを追記しました。いただき

ましたご意見は、今後の相談支援体制の検討の際の参考とさせてい

ただきます。 

 

②P45 に記載のとおり、(1)こどもの権利を守るまちづくりの推進

の主な取り組みとして「こどもの権利に関する条例」の制定に向け

た検討に取り組んで参ります。いただきましたご意見は、今後の検

討の際の参考とさせていただきます。 
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①スクールソーシャルワーカーが足りておらず、抱えている人数が

多い。スクールソーシャルワーカーの負担を考えると相談しにくい

気持ちになってしまう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①P49、50「(2)学齢期の相談支援の推進」後段の記載を、「学校・

園や家庭での人間関係の悩みから、発達上の心配、不登校、いじ

め・虐待など、様々な課題をもつこどもたちや保護者、一人ひとり

に寄り添う相談支援を推進するため、各部署が、庁内関連部署や関

係者・関係機関と連携を図るとともに、相談現場の状況に合わせ

て、専門職、支援員等の配置、施設・設備の確保等の課題の解消に

努めます。」に改め、各部署が相談現場の状況に合わせて、スクー

ルソーシャルワーカーやスクールカウンセラー等、専門職・支援員

の人員配置や、課題の解消に努めることを追記しました。 
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 2 ②児童センターフクスタは、現状、学校の授業があっている平日昼

間には、スクールソーシャルワーカーと一緒でないと利用できない

ので、利用について見直して欲しい。不登校のこどもの居場所がな

いと、家にいないといけなくなってしまい、働いている家庭は働け

なくなって経済的にも困るし、家にいることが増えると、こどもが

ゲーム依存やネット中毒になりやすくなる。 

②P77「(1)学業・就業の再チャレンジの支援」にあるように、不登

校児童生徒への支援については、関係者・関係機関が連携しなが

ら、複合的な課題の把握に努め、専門職によるカウンセリングや居

場所の提供などの支援の推進に取り組んで参ります。いただきまし

たご意見は、今後の施策の検討の際の参考とさせていただきます。 
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計画案の文言の修正についての意見、その他意見 

①P42 2基本目標 

基本目標 2 子供の成育過程を通じた包括的な支援の本文 1行目 

（修正前）「こどもの成育過程では、様々な困難を乗り越えること

が求められます」（修正後）「こどもの成長過程では、様々な困難

に直面することがあり、臨機応変に対応することが求められます」 

乗り越えるだけが全てではなく、時には横道に逸れること、あえ

て逃げることも選択肢の一つだと思う。 

 

②P46(4)政策形成過程へのこどもの意見の反映 4行目 

（修正箇所）「このため、市政の推進にあたって、可能な限り、こ

どもの意見を聴く機会の確保に…」の内、「可能な限り」を削除。 

こどもの意見徴収、主権者教育にもつながる取り組みだと感じる。

若者の政治参加が少ないという課題を抱えているならば、学校等と

連携して積極的に取り組む必要であるので、「可能な限り」は不要

だと感じる。 

 

③P52(3)放課後・休日の居場所づくりの推進 

アンビシャス広場や児童センター、図書館、公園、こども食堂など

を事例として挙げているが、学校によっては小学校 4 年生の自転車

の交通教室を受けるまでは､小学校区内､歩いて行ける範囲内で遊ぶ

ことが多いと思う。 

学校施設も居場所として活用するためにも、郷育推進課だけでなく

教育部との連携も必要だと思う。 

 

 

 

 

①「こどもの成長過程では、様々な困難に直面することがあり、臨

機応変に対応することが求められます」に修正しました。 

 

 

 

 

 

 

②「可能な限り」を削除しました。 

 

 

 

 

 

 

 

③ご指摘のとおり、学校との連携も必要であると考えています。主

な取り組みの所管課には入っておりませんが、居場所づくりの推進

のため、教育部とも適宜連携してまいります。 
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④P55(2)特別支援教育・障がい児保育の推進 

1 行目「～必要な支援員等の配置、施設・設備の障壁の解消に努め

～」とあるが、単に支援員を増やすだけでは、適切な保育が提供で

きないこともあるので、その前に「こども一人ひとりの特性と現場

の状況に合わせた」を加える必要があると思う。 

児童数と教職員、保育士、看護士、支援員の数だけで判断すること

がないよう、役割なども考慮して保育を充実させて欲しい。 

 

⑤P57 1「教育・保育施設の利用量」の見込みと確保内容 

この文章の中に出てくる「保育の必要性の認定」という言葉の意味

がよくわからない。こどもを選別しているように感じる。 

こども計画を一般の方が読むためには、3 号認定、2 号認定、1 号認

定についても、もう少し説明があったほうがよいと思う。 

 

 

 

 

⑥P69（18）こども誰でも通園制度 

2 行目「令和 7 年度から創設されますが～」これは国が創設するの

か、そのあとの「本市では、実施の時期や実施場所等は未定で

す。」という文から、市主体ではないと読めますが、どこが創設す

るのかを入れた方が良いと思う。 

 

⑦P77（2）ひきこもり防止と居場所づくり 

3 行目「～長期間に及ぶと、本人自身にも、周囲の人々や地域社会

にとっても社会的損失であるため、～」という表現は、ひきこもっ

ていることが悪いことのように印象づけられ、当事者が責められて

いるように感じる可能性がある。そこが安全で安心できる場所だか

ら出てこないなど、当事者にも様々な理由があるだろうから、ひき

こもりを社会の悪いものととらえず、当事者がどのように生きてい

きたいか、そのきっかけなどを掴むための施策が必要だと感じる。 

また、ひきこもり防止の１つの施策として、いろいろな人と関わる

ことも大事なことだと思う。たくさんの地域の方と関わる機会がで

きる福津市のコミュニティ・スクールの取り組みや、ＣＡＰプログ

④「こども一人ひとりの特性と現場の状況に合わせた」を加筆しま

した。 

 

 

 

 

 

 

⑤P57『1「教育・保育施設の利用量」の見込みと確保内容』の記載

については、「保育の必要性の認定は、適正なサービスを受けるた

めに必要度や必要量を判定するものであり、」と「保育の必要性の

認定」の説明を加えました。ご指摘のとおり、「選別」の負のイメ

ージや認定区分が分かりにくいと感じられる部分もあるかと思いま

すが、もともとの幼稚園、保育所という二元制度に由来することも

あり、Ｐ57 に記載している表により説明させていただいていると

ころです。 

 

⑥いただいたご意見も踏まえ、こども誰でも通園制度の量の見込み

と確保内容の数量等を加筆しました。 

 

 

 

 

⑦「社会的損失」は客観的にとらえた経済的損失や機会損失のこと

であり、善悪とは別の話だと考えております。「ひきこもりを社会

の悪いものととらえず、当事者がどのように生きていきたいか、そ

のきっかけなどを掴むための施策が必要」、「いろんな人と関わる

ことも大事」はそのとおりだと考えます。コミュニティ・スクール

や誰かに相談しやすい環境を学校で作っていくことは、それぞれ本

計画の、P51「主要施策 4（2）地域とともに歩む学校教育の推進」

や P49「主要施策 3（2）学齢期の相談支援の推進」に記載させてい

ただいており、P77「(2)ひきこもり防止と居場所づくり」では学校

外の施策を中心に位置づけているところです。教育部との連携はも

ちろん重要であると考えております。 
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ラムのように、こども達に、助けを求めたり、嫌なことを嫌と言っ

たりすることも、こども自身の権利であることを教えることによっ

て、学校を中心に、誰かに相談しやすい環境ができていくと思う

し、多様性についても、こども達は知ることができると思う。こど

も課だけでなく、教育部との連携が重要だと思う。 

 

 

4 ①私たち市民が「こどもまんなか社会」の意味を理解し実現してい

くためには土台に『子ども条例』が必要だと感じる。 

子どもが自ら権利を学ぶことで自分らしく「子ども期」を過ごすこ

とができ、自分で考え、選択、判断、決定する力が育つことで、自

分の行動に責任を持ち他者の権利も大切にできる自立した大人に成

長、発達していくといったように、子どもの成長と発達の保障につ

ながる。同時に大人自身も自らの権利、子どもの権利を知ること

で、自分や他者を大切に守り合える社会になると思う。 

また、子どもの意見や参加が尊重され権利が保障されることで、子

どもの視点に立った「こどもにやさしいまちづくり」をすすめるこ

とができ、本当の意味での「こどもまんなか社会」の実現に繋が

る。 

福津市でも、いじめや虐待など 権利侵害で悩み苦しんでいる子ども

がいる。子ども条例の制定によって、救済制度が創設されること

で、迅速で効果的な解決が図られると考える。全てを同時期に進め

なくても、可能なことから始めていけると思うので、「こどもまん

なか社会」の実現のため、子ども条例の制定をして欲しい。 

①P45 に記載のとおり、（１）こどもの権利を守るまちづくりの推

進の主な取り組みとして「こどもの権利に関する条例」の制定に向

けた検討に取り組んで参ります。いただきましたご意見は、今後の

検討の際の参考とさせていただきます。 
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①P5計画策定の趣旨について、この文章表記だと、「市町村こども

計画」の策定が努力義務となったことや、子育て世帯の流入が進

み、こどもや若者への支援は重要な政策課題となっていることが策

定の理由となり、行政の都合でつくるようにとられてしまう。でき

れば、こども計画については、近年のこどもをとりまく状況が厳し

いことや、国連子どもの権利委員会が指摘しているように、この

「息苦しい日本社会」における複合的な課題に対応したこども施策

を推進していくことが、計画策定の趣旨であって欲しい。 

   

 

①ご指摘の「市町村こども計画」の努力義務化の記述の部分につい

ては、こどもの生活や権利を一番に考えた「こどもまんなか社会」

の推進のため、こども基本法の施行やこども大綱の策定、市町村に

おけるこども計画の努力義務化といった法制度の整備方針の状況の

説明として記載させていただいているところです。 

 計画策定の本旨としましては、後段に記載しているとおり、「こ

どもの持っている力を最大限に尊重し、こどもの権利を守ることを

基本としながら、市民と協働してきたこども施策を一層強化・発展

させること」と考えております。 
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②「福岡県こども計画（案）」には、「本計画を推進するために

は、行政はもとより、幅広い関係団体・者による取り組みが必要で

す。行政、事業主、子育て支援団体、保険・医療・福祉、教育、労

働等の幅広い関係者や学識経験者等で構成する審議会を設置し、計

画を推進します。」とある。 

P7で、福津市は、「こどもの国推進協議会」をこども計画の策

定・推進の協議を行う場として開催しているようだが、そこに、子

育て支援団体や医療、福祉などの関係者を入れていない理由はある

のか。 

実際に子育て支援に関わっている団体等は、利用者の声を一番近く

で聞いていますので、ヒヤリングやアンケートではなく、審議会に

入って協議に加わることが、より良い計画になると考える。 

 

③P9にある、PDCAサイクルについてですが、P（プラン）はこども

課、もしくはこどもの国推進協議会、D（DO）は、具体的にはどこが

担うのか。施策によってかなり幅広い団体や個人、市民が担うこと

になるのか。C（チェック）、チェックは協議会が行うのか。立案し

た部署が評価をすることは、内部評価となり、適切な評価となるか

疑問に感じる。またどのくらいの期間で行うのか、評価結果の情報

共有とあるがどこで共有するかについても不明。A（アクション）そ

のチェック＝評価を元に次の計画が作られるので、できていないも

のは引き続き載せることになってしまい、計画の推進が図られるよ

うには思えない。 

 計画推進に向けて、もう少し具体的に表現した方がわかりやすい

と思う。 

 

④P22～32アンケートの実施を行ったのは良いと思う。回収率も 5

割を超え、市民の意見が反映されていると思う。ただ、小 5と中 2

本人のアンケートは回収率 9割を超えているということは、学校で

配布、記入、回収を行ったのか。不登校の児童、生徒への対応、ま

た、担任の先生等の前で記入することで、本音が書けなかった児童

がいなかったか、などが気になった。 

 

 

②ご指摘のとおり、福津市こどもの国推進協議会は、こども計画の

策定・推進の協議を行う場として開催しておりますので、今回、こ

どもの権利の分野に精通している学識経験者や、子育て支援に関わ

る方、学校教育、保育関係者など、幅広い分野の方々に委員になっ

ていただいております。医療関係者は現在いらっしゃいませんが、

今後も、本協議会のみならず、様々な機会にご意見をお聞きしてま

いります。 

 

 

 

 

 

 

③P9「(1)推進体制」にあるように、こども施策は市民をはじめ、

就学前教育・保育施設や学校、福祉事業所、郷づくり推進協議会、

自治会、ボランティア、企業など地域の多くの人・団体が活動の担

い手となります。庁内においても、全庁的な連携のもと、各種施

策、事業の着実な推進を図ります。また、取り組み状況の評価につ

いては、年度ごとに、各事業の担当部署が取り組み状況を整理し、

こどもの国推進協議会で評価を行い、その評価結果を担当部署と共

有します。 

P9「(2)計画の進行管理」の記載を『本計画における施策の進捗

状況については、こどもの国推進協議会で定期的に把握・評価し、

必要に応じて、適宜見直し等を行う「ＰＤＣＡサイクル」によっ

て、取り組みの着実な推進に努めます。』に修正しました。 

 

④小学 5 年生､中学 2 年生を対象としたアンケート調査について

は、学校で使用するタブレット端末を利用し、インターネット上で

回答、集計を行いました。保護者へのアンケート調査の事前周知

や、児童へのアンケートの趣旨や回答の秘匿性についての説明な

ど、各学校にご協力をいただきながら、児童が回答しやすい環境づ

くりに努めました。 
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⑤アンケートの結果、調査から読み取れることなどもまとめられ、

大変わかりやすくなっていると思うが、いくつかのの疑問や意見・

提案がある。 

P23の「重要度の高い子育て支援策」について、小学生では❶「こ

どもの遊び場、遊び体験の充実」が、もっとも高い割合となってい

るが、P32アンケートから読み取れることでは、❷「学童保育への

ニーズが高いこと」と❸「ひきこもり状態のこども・若者がいる」

の 2つと合わせられ、必要な対策としては、「こども・若者、子育

て中の保護者の居場所の充実に努めることが期待されます。」とな

っていますが、どこに何を期待するのか。また、必要な対策が「期

待する」では、計画といえるのか。❶～❸はそれぞれ重要な課題で

すから、それぞれについて対策をたてるべきではないか。計画とし

ては、子どもの権利の視点から考えても、❶については、「子ども

が自由にあそべる遊び場を増やす必要がある。」❷は、文言として

は「学童保育の充実」となっているので、「学童保育の質と量を充

実させる必要がある。」❸については、「こども・若者、子育て中

の保護者の居場所を、こども・若者にとっても親にとっても居心地

よく、成長できる場になるよう支援し、広げていく必要がある。」

となるといいと思う。 

「悩みを相談できない状態のこどもがいる」という結果に対しての

対策として「気軽に相談しやすいしくみづくり」があげられてい

て、大変共感できた。ここは子どもの目線で考え、子ども自身から

の相談が多く、子どもや市民の認知度も高い、先進自治体等に学

び、ぜひ第三者機関による相談・救済機関を、その根拠となる子ど

も条例と合わせて実施して欲しい。 

 

⑥P33～38「第 2期計画の推進状況」となっていますが、「こども計

画」としては、「推進状況と検証」とする方が、次の計画につなが

ると考える。施策によっては、例えば「基本的施策 9」などを見る

と、「平成 25年の開設時と比べ、参加児童が減っている」など、検

証と取れることも載せられているので、他の施策でも正しく検証さ

れるべきだと思う。 

また、P39数値目標の達成状況ですが、本来、達成状況を見るの

であれば、令和 6年度の実績について、令和 6年度の目標に達成し

⑤P32 の表中の必要な対策の表記につきましては、アンケート結果

を受けて、市民からのニーズとして期待されているため、市は、支

援、対策に取り組んでいく必要がある、といった主旨が分かるよう

に、表現を修正しました。 

また、「重要度の高い子育て支援策」のアンケート結果を受け

て、その頁にすべての対策を書き切るのではなく、第 4 章から第 9

章で様々な施策を位置づける形にしています。例えば❶に関する対

策については第 4 章の「主要施策 4 地域で育てる教育・保育の推

進」の部分に主に記載しておりますが、それだけでなく他の様々な

施策もあわせて対策していくものと考えています。 

 その他ご意見については今後の施策や事業検討の参考にさせてい

ただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥計画の検証は、別途、実施していますが、「第 2 期計画の推進状

況」については、検証結果を含めたところで、各施策の「推進状

況」として、概況を整理させていただいているところです。 

また、令和 5 年度の実績値と令和 6年度の目標値を並べて表に記

載していることの理由は､ご指摘のとおり、令和 6 年度実績が確定

していないためです。子育て支援センターの利用者数が 5 年前に立

てた目標に大きく及ばないことは、ご指摘のとおりコロナ禍による

人数制限によるところが大きいと考えており、本計画では現状を踏
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ているかどうか、書かれるのが普通だと思いますが､令和 6年度の実

績が期間の関係で集計できないから令和 5年度の実績となっている

のか｡そうであれば､令和 5年度の実績では数値がでるものは、ほぼ

どの項目も目標に到達していない。特に気になるのは、子育て支援

センターの利用者数で、目標の半分以下である。これは、コロナ禍

において人数制限のため、申し込み制になっていることに起因して

いるのか。本来、子育て支援の施策の中でも、もっともハードルが

低いとされるのが、子育てサロン、子育てひろば、現在では拠点と

呼ばれる場所になると思う。その大きな特徴は、開催時間内であれ

ば、いつ行ってもいつ帰ってもよく、親子で他の親子と交流したり

遊んだりできることだと思うが、予約制となると、電話なりネット

なり、予約の必要が出てきます。そして約束の時間に行けるかな

ど、2人の子どもを連れて行ったりする方にとっては、かなりハー

ドルがあがってしまうのではないか。数値だけで、施策の検証がで

きるとは思わないが、できるだけ多くの子育て世帯が集える、交流

できる子育て支援センターであってほしいと思う。 

このように目標に達していない理由を検証し、改善していくこと

が計画を推進していくためには何より重要だと考える。 

 

⑦P45こども施策の総合的な展開・基本目標 1の中に主要施策 1と

して、こどもの権利の保障が入り、「こどもの権利に関する条例」

(仮称)の制定に向けた検討を進めること、「こどもの権利の侵害を

救済する体制の在り方」についての協議が明記されたことは良いと

思う。条例ができることで、子どもを含む市民や子どもに関わる部

署だけでなく、行政全体が子どもの権利を学び、深く知ることがで

きる。ただ、本来は救済機関とセットであるはずの、相談機関がこ

こに書かれていないのはたいへん残念に感じる。特に学齢期の子ど

もからの直接の相談がないことが課題となっているので、子どもの

意見を聞くための専門の相談員を配置し、救済機関と連携を取る仕

組みを作ることが重要だと考える。こども条例を制定している他の

自治体を見ても、相談・救済機関をつくって運用している自治体が

成功しているように感じる。P50に、「福津市児童センターフクス

タで相談の受付ができるよう取り組みます」とありますので、そこ

が「フクスタに相談・救済機関の窓口ができるように取り組みま

まえた数値に改めるとともに、事業の実施方法についても、ご提案

いただいたことを参考にしながら、創意・工夫に努めて参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦具体的な救済機関や相談機関のあり方については、今後こどもの

権利に関する条例の制定に向けた検討とあわせて協議していきま

す。いただいたご意見はその際の参考にさせていただきます。 
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す」と変更できたら、さらに良くなると思う。 

子どもの相談については、学校に関することが多く、学校内のカ

ウンセラーや行政直営の場では、相談しにくい。第三者機関として

の相談場所ができれば、安心して相談できるし、法律の専門家が中

立の立場で、いじめ問題や、教師と保護者間の話し合いを調整し、

適切に対処してもらえるようになるので、自治体や学校も助かると

思う。 

 

⑧P48「子育てにやさしい住環境づくり」の主な取り組みの中に、公

園の適正な維持管理の推進とあるが、ここはぜひ、子どもの権利の

視点から、コロナ禍で外遊びさえ制限された子どもたちが、十分あ

そべる、プレーパークのような場にして欲しい。アンケート結果で

も遊び場が足りないという意見が多かったので、尊重されるべきだ

と思う。現状では、市内のほとんどの公園がボール遊びも禁止とな

っている。また、わかたけ広場は、管理人がいないため、子どもだ

けでは遊ぶことができない状況である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧遊び場や遊び体験のニーズが高いことはアンケート結果にも表れ

ており、公園やわかたけ広場もそういった場のひとつと考えます。

様々な制約があることもありますが、いただいたご意見は今後の施

策や事業検討の参考にさせていただきます。 

 

 

6 ①子どもたちが人権について学ぶ機会をもっと増やしてほしい。 

 

 

 

②教育支援センター、フリースクールなど学校以外の選択肢を知る

機会を増やして欲しい。利用するにあたってのハードルを下げ、間

口を広げ、利用者の心理的な負担を減らして欲しい。 

 

③発達障害の診断の有無、特別支援学級在籍か、に関わらず、子ど

もたち一人一人に寄り添える教育環境を整えて欲しい。 

 

④児童センターフクスタの幅広い年代、さまざまな特性や状況を抱

える子どもたちの利用の充実をもっと進めてほしい 

 

 

 

 

①P45(1)こどもの権利を守るまちづくりの推進の主な取り組みに記

載のとおり、関係部署において子ども達への人権教育・人権学習の

推進に努めて参ります。 

 

②③④いただきましたご意見は、今後の施策や事業立案の参考とさ

せていただきます。 
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①子どもの権利条約に準じた子ども条例の制定に向け進むようでと

ても安心した。ただ、正しく子どもの権利条約を周知できるのか不

安に感じた。子どもはもちろん、大人も、特に教育に携わる方々に

は正しく理解できるような取り組みをして欲しい。 

また、制定するだけでなく、それが機能しているのか、状況を調

査、審議、検証まで取り組む機関の設置を望む。 

 

②子どもの相談窓口を児童センターフクスタに設置されるようです

が、相談員にはどのような立場の方を配置するのかが重要だと考え

る。子どもは大人と違い、初対面に近い大人にはなかなか心を開け

ないと思うので、相談窓口は子どもが安心できる作りなど細やかな

配慮をして欲しい。ぜひ、「志免町の子どもの権利救済委員制度」

を参考に、設置されることを強く希望する。 

 

 

③こどもの遊び場、遊び体験の充実や自主的活動の支援に関して、

わかたけ広場は、自由な遊びができ、その遊びを通して豊かな経験

を得るのにふさわしい場所だと思うので、ぜひ、通年開放して欲し

い。また、炊飯場の再開を実施して欲しい。 

たくさんイベントを開催して何かをさせるのでは、自主的な活動と

は意味合いが違ってくると思う。 

 

①②具体的な救済機関や相談機関のあり方については、今後こども

の権利に関する条例の制定に向けた検討とあわせて協議していきま

す。いただきましたご意見は、今後のこども条例の制定に向けた検

討や施策・事業立案の参考とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③P52(3)放課後・休日の居場所づくりの推進、に記載のとおり、こ

どもたちが、放課後や休日を安心・安全に過ごし、多様な体験や活

動ができる居場所として、公園を含む公共施設等の環境づくりに努

めてまいります。いただきましたご意見は、今後の施策や事業立案

の参考とさせていただきます。 

8 ①現在、昭和公園で毎週日曜日に開催されているプレーパークにつ

いて、常設かつ毎日の開催を希望する。また、上記と併設でも良い

し、別途でも良いが、老若男女、障がいの有無に関わらず全ての方

にオープンなアトリエをつくり、開放して欲しい。非言語のコミュ

ニケーションができることで様々な垣根が取り払われ、心豊かな町

が創出されると考える。画材等、消耗品に関しては可能な範囲で、

備品に関しては最低数準備してもらえると良いと思う。 

①昭和公園で開催されているプレーパークにつきましては、市の実

施事業ではございませんが、こどもの居場所のひとつとして地域に

根差した取組みをされていると認識しています。居場所づくりの推

進は、P51「主要施策 4 地域で育てる教育・保育の推進」等で記載

しておりますが、プレーパークに限らず、安心・安全に過ごし、多

様な体験や活動ができるよう、これらの居場所の環境づくりに取り

組んでいきます。 
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9 ①日本の教育が現代の子どもたちや時代に合わないことが不登校の

増加の一因なのだと考える。 

今後も不登校児は増加すると思うが、学校以外のフリースクールな

どは費用が高いため、行けない子も多いと思う。未来を担う子ども

たちのためにも、そういった費用の補助や、自治体運営の施設が必

要だと思う。岡山県津山市では鶴山塾というフリースクールとオル

タナティブスクールの中間のような施設を自治体が運営している。 

加えて、不登校で外にも出たくない、出られない子も多いので、NPO

法人カタリバがやっているようなオンラインでの支援もこの時代に

は必要だと考える。こういった事例を参考にして、今後の支援を検

討して欲しい。 

 

 

 

①P77(1)学業・就業の再チャレンジの支援、に記載のとおり、不登

校児童生徒への支援については、関係者・関係機関が連携しなが

ら、複合的な課題の把握に努め、専門職によるカウンセリングや居

場所の提供などの支援の推進に取り組んで参ります。いただきまし

たご意見は、今後の施策の検討の際の参考とさせていただきます。 

 

10 ①不登校、いきしぶりの子ども達の数に対してスクールソーシャル

ワーカーが少ない。学校での別室指導の支援員が不足している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②元気な子供達に対するイベント等はあるが、学校に通えない、行

けない、障害のある子ども達へのフォローがないと感じる。福岡県

の大学生によるラーニングサポートを利用しているが大変助かって

いる。 

 

①P49、50「(2)学齢期の相談支援の推進」後段の記載を、「学校・

園や家庭での人間関係の悩みから、発達上の心配、不登校、いじ

め・虐待など、様々な課題をもつこどもたちや保護者、一人ひとり

に寄り添う相談支援を推進するため、各部署が、庁内関連部署や関

係者・関係機関と連携を図るとともに、相談現場の状況に合わせ

て、専門職、支援員等の配置、施設・設備の確保等の課題の解消に

努めます。」に改め、各部署が相談現場の状況に合わせて、スクー

ルソーシャルワーカーやスクールカウンセラー等、専門職・支援員

の人員配置や、課題の解消に努めることを追記しました。いただき

ましたご意見は、今後の相談支援体制の検討の際の参考とさせてい

ただきます。 

 

②P77 に記載のとおり、(1)学業・就業の再チャレンジの支援につ

いては、関係者・関係機関が連携しながら、複合的な課題の把握に

努め、支援の推進に取り組んで参ります。いただきましたご意見

は、今後の施策の検討の際の参考とさせていただきます。 
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11 ①こどもの不登校について、学びの場が、学校以外となった場合、

普段、学校の給食を食べなくても、給食費は 1 ヶ月分払う必要があ

り、支払いを止めると、たまに学校に行けたとしても給食は食べら

れないと学校の先生に言われました。学校に行けたとき、その日の

分の給食費を支払えば、給食を食べられるようにして欲しい。それ

が出来たら気持ちの負担も、家計も助かる。 

①いただきましたご意見は、今後の施策や事業立案の参考とさせて

いただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


